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動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
条
文

◎
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
環
境
省
令
第
一
号
）

（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
登
録
の
申
請
等
）

（
登
録
の
申
請
等
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

法
第
十
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

２

法
第
十
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

次
に
掲
げ
る
設
備
等
の
配
置
を
明
ら
か
に
し
た
飼
養
施
設
の
平
面
図
及
び

四

次
に
掲
げ
る
設
備
等
の
配
置
を
明
ら
か
に
し
た
飼
養
施
設
の
平
面
図
及
び

飼
養
施
設
の
付
近
の
見
取
図
（
飼
養
施
設
を
設
置
し
、
又
は
設
置
し
よ
う
と

飼
養
施
設
の
付
近
の
見
取
図
（
飼
養
施
設
を
設
置
し
、
又
は
設
置
し
よ
う
と

す
る
者
に
限
る
。
）

す
る
者
に
限
る
。
）

イ
～
チ

（
略
）

イ
～
チ

（
略
）

リ

餌
の
保
管
設
備

リ

餌
の
保
管
設
備

え
さ

ヌ
～
ワ

（
略
）

ヌ
～
ワ

（
略
）

３

(

略
）

３

(

略
）

４

法
第
十
条
第
二
項
第
七
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も

４

法
第
十
条
第
二
項
第
七
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
～
四

(

略
）

一
～
四

(

略
）

五

営
業
時
間

５
～
９

(

略
）

５
～
９

(

略
）

（
登
録
の
基
準
）

（
登
録
の
基
準
）
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第
三
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
動
物
の
健
康
及
び
安
全
の
保
持
そ
の
他
動
物
の

第
二
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
動
物
の
健
康
及
び
安
全
の
保
持
そ
の
他
動
物
の

適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
も
の
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
基

適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
も
の
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
基

準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

販
売
業
（
動
物
の
販
売
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二

販
売
業
（
動
物
の
販
売
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
営
も
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
様
式
第
一
別
記
に
よ
り
事
業
の
実
施
の

を
営
も
う
と
す
る
者
及
び
貸
出
業
（
動
物
の
貸
出
し
を
業
と
し
て
行
う
こ
と

方
法
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
の
記
載
内
容
が
、
第
八
条
第
一
号
か
ら
第
三
号

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
営
も
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
様
式
第
一
別

ま
で
、
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
九
号
に
定
め
る
内
容
に
適
合
し
て
い
る
こ

記
に
よ
り
事
業
の
実
施
の
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
の
記
載
内
容
が
、
第

と
。

八
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
定
め
る
内
容
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

三

貸
出
業
（
動
物
の
貸
出
し
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
を
営
も
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
様
式
第
一
別
記
に
よ
り
事
業
の
実
施

の
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
の
記
載
内
容
が
、
第
八
条
第
二
号
、
第
七
号

及
び
第
九
号
に
定
め
る
内
容
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

四
～
七

（
略
）

三
～
六

（
略
）

２

法
第
十
二
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
飼
養
施
設
の
構
造
、
規
模
及
び

２

法
第
十
二
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
飼
養
施
設
の
構
造
、
規
模
及
び

管
理
に
関
す
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

管
理
に
関
す
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
八

(

略)

一
～
八

(

略)

九

犬
又
は
ね
こ
の
飼
養
施
設
は
、
他
の
場
所
か
ら
区
分
す
る
等
の
夜
間
（
午

後
八
時
か
ら
午
前
八
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
当
該
施
設
に

顧
客
、
見
学
者
等
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ

と
（
販
売
業
、
貸
出
業
又
は
展
示
業
（
動
物
の
展
示
を
業
と
し
て
行
う
こ
と

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
営
も
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
夜
間
に
営
業
し
よ

う
と
す
る
者
に
限
る
。
）
。
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（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

法
第
十
四
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る

４

法
第
十
四
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

営
業
時
間
の
変
更
で
あ
っ
て
、
そ
の
変
更
に
係
る
部
分
の
営
業
時
間
が
、

夜
間
に
含
ま
れ
な
い
も
の

（
遵
守
基
準
）

（
遵
守
基
準
）

第
八
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る

第
八
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

販
売
業
者
、
貸
出
業
者
及
び
展
示
業
者
（
登
録
を
受
け
て
展
示
業
を
営
む

者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
犬
又
は
ね
こ
の
展
示
を
行
う
場

合
に
は
、
午
前
八
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

五

販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
、
販
売
し
よ
う
と
す
る
動
物
に
つ
い
て
、
そ
の
生

四

販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
、
販
売
し
よ
う
と
す
る
動
物
に
つ
い
て
、
そ
の
生

理
、
生
態
、
習
性
等
に
合
致
し
た
適
正
な
飼
養
又
は
保
管
が
行
わ
れ
る
よ
う

理
、
生
態
、
習
性
等
に
合
致
し
た
適
正
な
飼
養
又
は
保
管
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
、
契
約
に
当
た
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
当
該
動
物
の
特
性
及

に
、
契
約
に
当
た
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
当
該
動
物
の
特
性
及

び
状
態
に
関
す
る
情
報
を
顧
客
に
対
し
て
文
書
（
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）

び
状
態
に
関
す
る
情
報
を
顧
客
に
対
し
て
文
書
（
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）

を
公
布
し
て
説
明
す
る
と
と
も
に
、
当
該
文
書
を
受
領
し
た
こ
と
に
つ
い
て

を
公
布
し
て
説
明
す
る
と
と
も
に
、
当
該
文
書
を
受
領
し
た
こ
と
に
つ
い
て

顧
客
に
署
名
等
に
よ
る
確
認
を
行
わ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
動
物
取
扱
業
者

顧
客
に
署
名
等
に
よ
る
確
認
を
行
わ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
動
物
取
扱
業
者



- 4 -

を
相
手
方
と
し
て
販
売
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ロ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る

を
相
手
方
と
し
て
販
売
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ロ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る

情
報
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
説
明
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。

情
報
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
説
明
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

適
切
な
給
餌
及
び
給
水
の
方
法

ホ

適
切
な
給
餌
及
び
給
水
の
方
法

じ

ヘ
～
ソ

（
略
）

ヘ
～
ソ

（
略
）

六
・
七

（
略
）

五
・
六

（
略
）

八

競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
（
登
録
を
受
け
て
動
物
の
売
買
を
し
よ
う
と
す
る
者

の
あ
っ
せ
ん
を
会
場
を
設
け
て
競
り
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
を
業
と
し
て

営
む
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
実
施
し
た
競
り
に
お
い
て

売
買
が
行
わ
れ
る
際
に
、
販
売
業
者
に
よ
り
第
五
号
に
掲
げ
る
販
売
に
係
る

契
約
時
の
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

九

第
五
号
に
掲
げ
る
販
売
に
係
る
契
約
時
の
説
明
及
び
顧
客
に
よ
る
確
認
並

七

第
四
号
に
掲
げ
る
販
売
に
係
る
契
約
時
の
説
明
及
び
顧
客
に
よ
る
確
認
並

び
に
第
七
号
に
掲
げ
る
貸
出
し
に
係
る
契
約
時
の
情
報
提
供
の
実
施
状
況
に

び
に
第
六
号
に
掲
げ
る
貸
出
し
に
係
る
契
約
時
の
情
報
提
供
の
実
施
状
況
に

つ
い
て
、
様
式
十
一
に
よ
り
記
録
し
た
台
帳
を
調
製
し
、
こ
れ
を
五
年
間
保

つ
い
て
、
様
式
十
一
に
よ
り
記
録
し
た
台
帳
を
調
製
し
、
こ
れ
を
五
年
間
保

管
す
る
こ
と
。
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
に
あ
っ
て
は
、
実
施
し
た
競
り
に
お
い

管
す
る
こ
と
。

て
売
買
さ
れ
た
動
物
に
つ
い
て
、
第
五
号
に
掲
げ
る
販
売
に
係
る
契
約
時
の

説
明
及
び
顧
客
に
よ
る
確
認
に
係
る
文
書
の
写
し
を
、
販
売
業
者
か
ら
受
け

取
る
と
と
も
に
、
当
該
写
し
に
係
る
販
売
業
者
及
び
顧
客
を
明
確
に
し
た
上

で
、
こ
れ
を
五
年
間
保
管
す
る
こ
と
。

十

（
略
）

八

（
略
）

（
動
物
取
扱
責
任
者
の
選
任
）

（
動
物
取
扱
責
任
者
の
選
任
）

第
九
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
動
物
取
扱
責
任
者
は
、
次
の
要
件
を
満
た
す

第
九
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
動
物
取
扱
責
任
者
は
、
次
の
要
件
を
満
た
す
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職
員
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
も
の
と
す
る
。

職
員
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
三
条
第
一
項
第
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該

一

第
三
条
第
一
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
こ
と
。

当
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

別
表
（
第
三
条
第
一
項
関
係
）

別
表
（
第
三
条
第
一
項
関
係
）

動
物
取
扱
業
の

実
務
経
験
が
あ
る
こ
と
と
認
め
ら
れ
る
関
連
種
別

動
物
取
扱
業
の

実
務
経
験
が
あ
る
こ
と
と
認
め
ら
れ
る
関
連
種
別

種
別

種
別

販
売
（
飼
養
施

（
略
）

販
売
（
飼
養
施

（
略
）

設
を
有
し
て
営

設
を
有
し
て
営

む
者
）

む
者
）

販
売
（
飼
養
施

（
略
）

販
売
（
飼
養
施

（
略
）

設
を
有
さ
ず
に

設
を
有
さ
ず
に

営
む
者
）

営
む
者
）
）

保
管
（
飼
養
施

販
売
（
飼
養
施
設
を
有
し
て
営
む
者
に
限
る
。
）
、
保
管
（

保
管
（
飼
養
施

販
売
（
飼
養
施
設
を
有
し
て
営
む
者
に
限
る
。
）
、
保
管
（

設
を
有
し
て
営

飼
養
施
設
を
有
し
て
営
む
者
に
限
る
。
）
、
貸
出
し
、
訓
練

設
を
有
し
て
営

飼
養
施
設
を
有
し
て
営
む
者
に
限
る
。
）
、
貸
出
し
、
訓
練

む
者
）

（
飼
養
施
設
を
有
し
て
営
む
者
に
限
る
。
）
、
展
示
及
び
動

む
者
）

（
飼
養
施
設
を
有
し
て
営
む
者
に
限
る
。
）
及
び
展
示

物
を
譲
り
受
け
て
そ
の
飼
養
を
行
う
こ
と
（
当
該
動
物
を
譲

り
渡
し
た
者
が
当
該
飼
養
に
要
す
る
費
用
の
全
部
又
は
一
部

を
負
担
す
る
場
合
に
限
る
。
）

貸
出
し
～
展
示

（
略
）

貸
出
し
～
展
示
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動
物
の
売
買
を

販
売
及
び
動
物
の
売
買
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
あ
っ
せ
ん
を

し
よ
う
と
す
る

会
場
を
設
け
て
競
り
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と

者
の
あ
っ
せ
ん

を
会
場
を
設
け

て
競
り
の
方
法

に
よ
り
行
う
こ

と動
物
を
譲
り
受

販
売
（
飼
養
施
設
を
有
し
て
営
む
も
の
に
限
る
。
）
、
保
管

け
て
そ
の
飼
養

（
飼
養
施
設
を
有
し
て
営
む
も
の
に
限
る
。
）
、
貸
出
し
、

を
行
う
こ
と
（

訓
練
（
飼
養
施
設
を
有
し
て
営
む
も
の
に
限
る
。
）
、
展
示

当
該
動
物
を
譲

及
び
動
物
を
譲
り
受
け
て
そ
の
飼
養
を
行
う
こ
と
（
当
該
動

り
渡
し
た
者
が

物
を
譲
り
渡
し
た
者
が
当
該
飼
養
に
要
す
る
費
用
の
全
部
又

当
該
飼
養
に
要

は
一
部
を
負
担
す
る
場
合
に
限
る
。
）

す
る
費
用
の
全

部
又
は
一
部
を

負
担
す
る
場
合

に
限
る
。
）

様
式
第
一

（
略
）

様
式
第
一

（
略
）

様
式
第
三

（
略
）

様
式
第
三

（
略
）

様
式
第
四

（
略
）

様
式
第
四

（
略
）
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様
式
第
五

（
略
）

様
式
第
五

（
略
）

様
式
第
七

（
略
）

様
式
第
七

（
略
）


